
 

会     議     録 

会 議 の 名 称 平成２９年度  第１回 岩城まちづくり協議会 

開 催 日 時 平成２９年８月３０日（水） 午後６時００分～午後７時１０分 

開 催 場 所 岩城総合支所 １階 会議室 

出 席 者 氏 名 「出席者名簿」のとおり 

欠 席 者 氏 名 「出席者名簿」のとおり 

  

【会議次第】 

 

１．開会 

 

２．委嘱状交付 

     

３．あいさつ  

 

４．委員自己紹介・担当職員紹介 

 

  ５．まちづくり協議会の役割・活動について 

 

  ６．会長・副会長選任 

 

  ７．企画運営部会委員選任 

 

  ８．閉会 

  

  

 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

 

 



 

 ◆出席者名簿（敬称略）    （出席委員：１３名） 

役  職   氏   名     出欠（○・－） 【行政出席者名簿】 

会  長    佐々木 昭彦             ○  

副会長   早川 あけみ     ○ 岩城総合支所長     佐々木 藤悦 

委  員    渡部 昭 ○  

委  員    前川 政治 ○ 地域振興課  主査  長澤 辰徳 

委 員    堀井 光昭 ○  

委  員    高橋 修 ○ 事務局 振興課長     佐々木 直樹 

委  員  山崎 悦子 ○ 事務局 振興課課長補佐  髙山 淳一   

委  員   土田 信夫 －  

委  員    三浦 春美 ○  

委  員    鈴木 とみ子 ○  

委  員  堀井 良子 ○  

委  員  堀井 久仁子 ○  

委  員  佐々木 久 ○  

委  員  田口 直樹 ○  

   

   

   

      

       

       

   

   

   

   

 

 

 

 

 



会議の経過 

平成２９年度 第１回 岩城まちづくり協議会 

 

                              平成２９年８月３０日（水）   

                               午後 ６時００分 開会 

 

【開会】 

○佐々木振興課長 

本日は、お忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

  ただ今から、この度、岩城まちづくり協議会委員をお引き受けいただきました皆様に、委嘱

状の交付を行います。岩城総合支所長から、委嘱状をお渡しいたします。 

  委員の任期は、平成２９年８月１日から、平成３１年７月３１日までの、２年間でございま

す。お席の順にお名前をお呼びいたしますので、その場でお受け取りくださるようお願いいた

します。 

 

   〔佐々木支所長より出席委員に委嘱状を交付〕 

 

【あいさつ】 

 ○佐々木振興課長 

  それでは、佐々木総合支所長がごあいさつを申し上げます。 

 

   〔佐々木支所長あいさつ〕 

 

【委員自己紹介・担当職員紹介】 

 ○佐々木振興課長 

本日が初めての顔合わせでございますので、委員の皆さまから、簡単に自己紹介をお願いいた

します。佐々木昭彦様より、お隣の方へと順次、簡単に自己紹介をお願いいたします。 

 

   〔各委員が自己紹介〕 

 

 ○佐々木振興課長 

次に、出席職員を紹介いたします。                                         

         

   〔出席職員を紹介〕 

 

     



【まちづくり協議会の役割・活動について】 

 ○佐々木振興課長 

続きまして、まちづくり協議会の活動等について、地域振興課 長澤主査より説明させていた

だきます。 

 

   〔長澤主査 説明〕 

 

 ○佐々木振興課長 

ただいま、地域振興課より説明がありましたが、何かご質問などございませんか。 

 

 

●Ａ委員 

説明の中で「マップづくり」の話があったが、そういった案件は専門的知識のある方でないと

難しい場合もある。専門職の方に、協議会に入っていただくことはできるのか。 

 

○長澤主査 

これまで、アドバイザーやオブザーバーという形で単発的にお話をいただくことはあった。委

員でない方を委員に取り込むということは協議会の性質上なじまないと思うので、継続的に参加

いただく必要がある場合は、まちづくり協議会としてではなく実行委員会等に移行していくべき

ものと思われる。 

 

●Ｂ委員 

イベントの実行などをやられているところもあるようだが、予算はどのように確保しているの

か。 

 

○長澤主査 

市の予算としては、まちづくり協議会が自由に使えるようなお金はない。協議会はあくまでも

自主的に活動していく前提の考え方をとっている。予算確保の方法としては、印刷物での広告料

を集めたり、イベントとして「地域づくり推進事業」を活用するなどの例がある。ただし、補助

事業等を活用する場合でも自己資金が必要となるので、協議会としてどこまでやるかは難しい部

分もでてくると思う。 

 

○佐々木振興課長 

協議会の進め方等については、この後企画運営部会で協議いただきたいと考えております。今

いただいたご意見も含めてご審議いただきますので、よろしくお願いいたします。次の案件に移

らせていただきます。 

 

 

 

 



【会長・副会長選任】 

 ○佐々木振興課長 

  会長・副会長の選任に入ります前に、ここで事務局より報告いたします。 

本日の委員の出席者は 13名となっており、由利本荘市まちづくり協議会条例第７条第２項の

開催要件を満たしている事をご報告いたします。                                                 

 それでは、会長・副会長の選任に入ります。由利本荘市まちづくり協議会条例第６条第２項の

規定により、会長及び副会長は、委員の互選により決定することとなっております。                         

    会長、副会長の選任につきまして、皆様にお諮りいたします。 

委員の皆様より、ご意見等ございましたらお願いいたします。  

 

   〔「事務局案ないか」の声あり〕 

 

 ○佐々木振興課長 

  事務局案との声がありましたので事務局にご一任いただきたいと存じますが、いかがでしょう

か。                                               

  

   〔「異議なし」の声あり〕 

 

 ○佐々木振興課長 

  それでは、会長に佐々木昭彦さん、副会長に早川あけみさんを推薦したいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしければ、皆様の拍手でご賛同いただきたいと思います。                 

   

   〔一同から拍手あり〕 

 

   ありがとうございます。                 

 

 

○佐々木振興課長 

それでは、佐々木会長よりごあいさつをお願いします。  

 

   〔佐々木昭彦会長 あいさつ〕 

 

○佐々木振興課長 

次に、早川副会長よりごあいさつをお願いします。  

 

   〔早川あけみ副会長 あいさつ〕 

 

 

 

 



○佐々木振興課長 

会長が決まりましたので、これからは、条例第７条第１項の規定により、会議の議長は、会長

が務めることになりますが、突然のご指名でもありますので、引き続き事務局で進めさせていた

だいてもよろしいでしょうか。  

 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 

○佐々木振興課長 

それでは、次第に従いまして、次の案件「企画運営部会委員選任について」事務局より説明を

お願いします。 

 

   〔事務局 説明〕 

 

○佐々木振興課長 

ただいま、事務局より説明がありましたが、皆様いかがいたしますか。 

 

   〔「事務局案ないか」の声あり〕 

 

○佐々木振興課長 

事務局案の声がありますので、大変僭越ですが事務局からご指名させていただきますが、よろ

しいでしょうか。                                         

 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 

○佐々木振興課長 

それでは、渡部昭委員、佐々木久委員、鈴木とみ子委員を、企画運営部会委員に指名させてい

ただきます。よろしければ、皆様の拍手でご賛同いただきたいと思います。   

 

   〔一同から拍手あり〕 

 

   ありがとうございます。                 

 

○佐々木振興課長 

本日の案件についてはこれで終了いたします。今後のまちづくり協議会の予定について、事務

局よりご説明いたします。 

 

   〔事務局 説明〕 

 

 

 



 

○佐々木振興課長 

皆さま大変お疲れ様でございました。これにて協議会を終了いたします。 

 

 

【午後７時１０分閉会】 


